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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
薬
害
筋
短
縮
症
の
二
次
障
害
の
救
済
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
成
人
後
の
長
期
予
後
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
腿 た

い

四
頭
筋
等
拘
縮
症
に

つ
い
て
は
、
旧
厚
生
省
の
依
頼
に
よ
り
、
昭
和
四
十
九
年
に
大
腿
四
頭
筋
拘
縮
症
研
究
班
が
診
断
基
準
を
作
成
し
、
同
省
は

そ
の
周
知
に
努
め
て
き
た
。
な
お
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
前
に
お
い
て
は
、

大
腿
四
頭
筋
等
拘
縮
症
の
患
者
が
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
医
療
（
以
下
「
更
生
医
療
」
と
い
う
。
）
の
支
給
対
象
者

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
更
生
医
療
の
給
付
又
は
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
後
に
お
い
て
は
、
当
該
患
者
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
費
（
地
域
社
会

に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
費
を
含

む
。
以
下
「
自
立
支
援
医
療
費
」
と
い
う
。
）
の
支
給
対
象
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け



 

２ 

 

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
二
次
障
害
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
二
次
障
害
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
大
腿
四
頭
筋

等
拘
縮
症
に
つ
い
て
は
、
そ
の
診
断
基
準
の
周
知
に
努
め
て
き
た
ほ
か
、
大
腿
四
頭
筋
等
拘
縮
症
の
患
者
が
、
自
立
支
援
医

療
費
の
支
給
対
象
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
医
薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室
に
お
い
て
、
患
者
か
ら
支
援
に
係
る
相
談
が
あ

っ
た
場
合
に
は
利
用
可
能
な
支
援
内
容
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
全
国
関
係
部
局
長
会
議
」
が
全
国
厚
生
労
働
関
係
部
局
長
会
議
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
平
成
三
十
一
年
一
月

十
八
日
に
開
催
し
た
同
会
議
の
資
料
に
お
い
て
、
薬
害
被
害
者
の
支
援
に
関
す
る
国
の
対
応
と
し
て
、
「
研
究
班
に
よ
る
調

査
を
通
じ
て
薬
害
被
害
者
の
高
齢
化
に
伴
う
支
援
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
把
握
し
、
関
係
部
局
が
連
携
し
て
適
切
な
支
援
方
法
に



 

３ 

 

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
腿
四
頭
筋
等
拘
縮
症
に
係
る
対
応
で
は
な
く
、
既
に
厚
生
労

働
行
政
推
進
調
査
事
業
費
に
よ
る
「
サ
リ
ド
マ
イ
ド
胎
芽
症
患
者
の
健
康
、
生
活
実
態
の
把
握
及
び
支
援
基
盤
の
構
築
に
関

す
る
研
究
」
等
の
研
究
班
に
よ
り
高
齢
化
に
伴
う
支
援
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
サ
リ
ド
マ
イ
ド
、
ス

モ
ン
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。 


